
№８ 本会議（一般質問）のオンラインでの実施について 

【提案趣旨】 

総務省から、「本会議で質問として行われる発言をオンラインによる方法で行うこと

は差し支えない」旨の見解が示されたことから、一般質問をオンラインによる方法で行

うことができるようにしてはどうか。 

【参考】 

総務省自治行政局行政課長通知（令和５年２月７日付） 

問  

本会議に出席が困難な事情を抱える議員がおり、欠席事由に該当する場合、議場に出 

席している議員数が定足数を満たしていれば、議場にいない欠席議員がオンラインによ

る方法で執行機関に対し質問を行うことは可能か。 

答 

〇 本会議において団体意思を最終的に確定させる上で、議員本人による自由な意思表 

明は、疑義の生じる余地のない形で行われる必要がある。 

〇 地方自治法第 113 条における本会議への「出席」は、現に議場にいることと解さ

れているところ、議場に出席している議員数が同条に規定する定足数を満たしている

場合は、会議を開くことができる。なお、議員が欠席する場合には、各団体の会議規

則等に定められた手続をとることが必要となる。 

〇 その上で、第 116 条第１項において、本会議における議事は「出席議員の過半数」

で決することとされており、表決は議員が議場において行わなければならない。この

ため、表決に対する賛否の意見の開陳として行われる討論や、表決・討論の前提とし

て議題となっている事件の内容を明確にするために行われる質疑は、議員が議場にお

いて行わなければならないと考えられる。したがって、これらに該当する発言を、欠

席議員が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をするこ

とができる方法（以下「オンラインによる方法」という。）で行うことはできないと

考えられる。 

〇 他方、これらに該当せず、団体の事務全般について執行機関の見解をただす趣旨で

の「質問」として行われる発言については、その形式に係る法律の定めはない。この

ような「質問」は、各団体の会議規則等に定められた手続に基づき行われるものであ

ることから、ご質問のような場合に、各団体において所要の手続（条例や会議規則、

要綱等の根拠規定の整備や議決又は申し合わせ等）を講じた上で、出席が困難な事情

により議場にいない欠席議員がオンラインによる方法で 「質問」をすることは差し

支えないと考えられる。 



【関連規定】 

地方自治法第 113 条 

普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を

開くことができない。但し、第百十七条の規定による除斥のため半数に達しないとき、

同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議

員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数

に達してもその後半数に達しなくなったときは、この限りでない。 

地方自治法第 116 条第１項 

この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議

員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

会議規則第51条 

議員は、市の一般事務について質問することができる。 

会議規則第２条第１項 

 議員は、公務、疾病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得

ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届

け出なければならない。 

会議規則第 52 条第４項 

発言の通告をした者が欠席したとき、又は発言の順位に当たっても発言しないとき、 

若しくは議場にいないときは、その通告は効力を失う。 


